
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

 職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全体が働きやすい
職場をつくることによって、すべての職員がその能力を十分に発揮でき、
女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のとおり行動計画を策
定する。 

 

１． 計画期間 ２０２５年４月１日～２０２８年３月３１日 

２． 目標 

目標１：所定外労働時間の削減。 

月ごとの１人当たり平均残業時間を 10%削減する。 

３． 取組内容 

２０２５年４月～  

・各部署・業務別によるにおける残業時間の把握と分析 

・必要に応じ、残業の多い特定の職員に対する聞き取り調査を 

 実施。 

・職場環境に関する問題点の洗い出し 

・改善事項の検討 

業務分担の見直し、代替要員の育成、業務内容の簡素化、効率化、 

システム化等の検討 

   ・各部署、個人ごとの時間管理意識の醸成 

 

   ２０２５年１０月～ 

   ・各部署における対策の実施 

    

     ２０２６年４月～ 

・１年ごとに、状況把握と新たな取組を検討 


